
　特定健診（又は定期健康診断等）の結果、特定保健
指導の対象となる方に特定保健指導利用券を送付い
たします。特定健診の結果によりメタボリックシン
ドロームのリスクが高いと判定された方を対象に、
リスク低減のための保健指導をご利用いただいてお
ります。
　なお、詳しくは同封のパンフレットをご覧くださ
い。
　また、実施機関により受けることができる保健指
導に違いがあります。詳細はご予約の際、実施機関
へお問い合わせください。

特定保健指導のご案内
特定保健指導利用券

年　　月　　日交付

利用券整理番号
特定健康診査受診券整理番号
記号・番号　　　　　　　　　記号　　　　　　番号
被扶養者番号

　　　　フリガナ
受診者の氏　　名
　　　　性　　別
　　　　生年月日
有効期限
特定保健指導区分

保険者所在地

保険者電話番号

保険者番号･名称

契約取りまとめ機関名

全国健康保険協会
（　　　　　　　  ）

（自己負担額は初回利用時の負担として、特定保健指導開始時に全額徴収）

※この電話番号は利用券に関する
　問い合わせ先の番号となります。

医療保険者の負担 負担額又は負担率

この利用券の送付先

この利用券の発送元

注　意　事　項
1　特定保健指導を利用するときには、この券及び健診結果通知を窓口に
　提出するとともに、以下のいずれかにより保険資格の確認を受けてくだ
　さい。
　・マイナ保険証によるオンライン資格確認（利用する施設が対応している場合）
　・マイナポータルの保険資格画面の提示
　・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示
　・資格確認書の提示
2　医療機関に受診中の場合、主治医に特定保健指導を受けてもよいかど
　うかを確認してください。
3　特定保健指導はこの券に記載してある有効期限内に利用してください。
4　窓口での自己負担額は、特定保健指導開始時に全額をお支払い頂きます。
5　特定保健指導の実施結果は保険者において保存し、必要に応じ、次年
　度以降の保健指導等に活用しますので、ご了承の上、利用願います。
6　保健指導結果のデータファイルは、決済代行機関で点検されることが
　ある他、国への実施結果報告として匿名化され、部分的に提出されま
　すので、ご了承の上、利用願います。
7　この券は、就職等の理由により健康保険の被扶養者の資格が無くなった日
　以降は使用できません。5日以内に必ず保険者に返却してください。
8　不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として拘禁刑を受け
　ることがあります。
9　この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者に申し出し
　て訂正を受けてください。
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保険者負担上限額

支払代行機関名 社会保険診療報酬支払基金
94899010支払代行機関番号

集合Ｂ①　協会集合Ａ①　協会集合Ａ②
個別契約

この二次元コードは、券面の情報の入力ミスを防ぎ、事務
の効率化・迅速化を図るためのものです。（券面の表示
に関わりのない情報はコード化されていません。）


